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不服申立て事案答申第 264 号 

不服申立て事案諮問第 285 号 

件名： 警察安全相談等・ 苦情取扱票の不訂正決定に関する件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 審査請求人に係る警察安

全相談等・ 苦情取扱票（ 令和 5 年 10 月 14 日受理。 以下「 本件取扱票」 と い

う 。） のう ち、 別表に掲げる訂正を 求める箇所（ 以下「 本件保有個人情報」 と

いう 。） を 不訂正と し た決定は妥当である。  

 

２  審査請求の内容 

( 1)  審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、 個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第

57 号。 以下「 法」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 6 年 1 月 17 日付け

で行っ た保有個人情報訂正請求に対し 、 処分庁が同年 2 月 16 日付けで行っ

た不訂正決定の取り 消し を 求めると いう も のである。  

( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

  処分庁の弁明書における主張は、 おおむね次のと おり である。  

 ( 1)  本件処分の内容及び理由 

  ア 事実経過 

   ( ｱ)  保有個人情報開示請求の受理 

     審査請求人は、 令和 6 年１ 月 17 日、 A 警察署において、 保有個人情

報訂正請求書を 提出し たこ と から 、 処分庁は、 こ れを受理し た。  

     なお、 当該請求書の訂正請求を する保有個人情報の内容欄には、 警

察安全相談等・ 苦情取扱票と 記載さ れ、 訂正請求の趣旨欄には「 5 年く

ら い前、 私が」 →「 10 年く ら い前から 、 私が」 が正し い内容であると

記載さ れている。  

   ( ｲ)  保有個人情報不訂正決定 

     本件保有個人情報は、 令和 5 年 10 月 26 日に審査請求人が処分庁に

対し て行っ た保有個人情報開示請求に対する 一部開示決定に基づき 開

示さ れた本件取扱票である。  
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     処分庁は、 本件訂正請求について、 法第 93 条第 2 項の規定に基づき

訂正を し ないと し て、 その旨の決定を し 、 保有個人情報不訂正決定通

知書により 審査請求人に通知（ 以下「 本件処分」 と いう 。） し た。  

  イ  本件処分の理由 

   ( ｱ)  本件処分については、 訂正請求に係る 保有個人情報の訂正を し ない

決定であり 、 訂正し ないこ と と し た理由については、 保有個人情報の

内容が事実であるか否か判明せず、 訂正請求に理由があるかどう か明

ら かではないためである。  

     a 訂正義務 

      法第 92 条において、「 行政機関の長等は、 訂正請求があっ た場合

において、 当該訂正請求に理由がある と 認めると き は、 当該訂正請

求に係る 保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、 当該保

有個人情報の訂正を し なければなら ない。」 と 規定さ れている。  

      愛知県の個人情報の保護に関する法律・ 個人情報の保護に関する

法律施行条例解釈運用基準によれば、  

         ◯ 「 訂正請求に理由がある」 と は、 調査等の結果、 請求どおり 保

有個人情報が事実ではないこ と が判明し たと き を いう 。  

         ◯ 訂正請求制度は、 利用目的の達成に必要な範囲内での訂正を義

務付ける も ののため、 訂正請求に係る保有個人情報の利用目的に

照ら し て、 訂正の必要がないと き は、 訂正する義務はない。  

         ◯ 請求内容に理由がある かどう かを 判断する ために行う 調査は、

保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲で行えばよ く 、 訂正

を するこ と が利用目的の達成に必要でないこ と が明ら かな場合は、

特段の調査を行う までも ない。  

         ◯ 適切な調査等を 行っ たにも かかわら ず、 事実関係が明ら かにな

ら なかっ た場合には、 当該請求に理由があると 確認ができ ないこ

と と なるから 、 訂正決定を 行う こ と はでき ない。  

         と さ れている。  

     b 調査結果 

           本件取扱票は、 特定年月日 C 及び特定年月日 D に、 通報により 現

場に赴いた A 警察署地域課員が審査請求人に対応し た状況が記録さ

れたも のであり 、 取扱状況を 所属長へ報告し 、 必要な指揮を 受ける

ため作成さ れたも のである。  

          特定年月日 C の対応状況については、 審査請求人が A 警察署地域

課員に対し て、 過去の A 警察署の対応に不満があっ たこ と を 申し 立
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てたこ と が記録さ れている。  

          特定年月日 Dの対応状況についても 、A警察署の対応に不満があっ

た等と の申し 立てと 、 その他に 5 年く ら い前、 私が所有し ている畑

の隣にある家から 、 子供が遊んでいたボールが飛んで来て当たり そ

う になっ たこ と があると いっ たこ と が記録さ れている。  

          審査請求人は、 こ の記述のう ち、「 5 年く ら い前、 私が」 を「 10 年

く ら い前から 、 私が」 に訂正するよう 求めている。  

          警察安全相談等・ 苦情取扱票は、 警察安全相談等及び苦情を 適切

に解決し 、 警察の責務の的確な遂行及び適正な警察業務の運営に資

するためのも のであり 、 警察職員が警察安全相談等を 受理し たと き 、

その申出の要旨や取扱状況を 記録し 、 組織的な管理を する も のであ

る。  

          こ の点について、 本件取扱票は、 審査請求人の申出の要旨及び対

応状況を 記録し た上で、 所属長である A警察署長まで報告さ れ、「 警

務課員に伝えて欲し い」 旨の審査請求人の申出どおり 同署長の指揮

事項において「 警務課へ引き 継ぐ こ と 」 と 記載の上、 解決と し て処

理さ れている こ と から 、 警察安全相談等・ 苦情取扱票と し ての利用

目的は既に達成さ れている。  

          また、 本件取扱票の作成者である A 警察署地域課員に確認し 調査

し た結果、 取扱いから 既に約 6 ヶ 月が経過し ており 、 現時点におい

て当時の対応状況の記憶が定かではなく 、 他に当時の対応状況を 記

録し た資料も 見つから なかっ た。  

          さ ら に、 審査請求人よ り 同人の主張を 裏付ける 客観的な資料の提

出等も なく 、 事実関係は明ら かと なら なかっ た。  

   ( ｲ)  よっ て、 本件処分については、 法第 92 条及び第 93 条の規定に基づ

き 、 訂正するこ と が利用目的の達成に必要でない上、 調査においても

訂正請求に理由がある こ と が確認でき なかっ たこ と から 訂正し ない決

定を し たも のであり 、 法の規定に基づく 適正な処分である。  

 ( 2)  審査請求人の主張の失当性 

   審査請求人は審査請求の趣旨及び理由を 、 訂正する事を 求める 、 不訂正

通知書が発付さ れるのは誤り である等と し ている。  

   し かし ながら 、本件は、訂正するこ と が利用目的の達成に必要がない上、

適切な調査を 行っ たにも かかわら ず、 事実関係が明ら かになら なかっ たた

め、 訂正請求に理由があるこ と が確認でき ず本件処分を 行っ たも のであり 、

審査請求人の主張は失当である。  
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   なお、審査請求人は、本件審査請求書において、A警察署職員 Bと 面談し 、

訂正する こ と を 求めたと こ ろ 、 訂正済みである と の回答を 得ている 、 訂正

済みである 根拠は、 すでに署長まで決裁済みであり 、 記録は警察安全相談

等・ 苦情取扱票にさ れている旨主張し ている が、 当該警察安全相談等・ 苦

情取扱票は、 令和 6 年１ 月 11 日に、 本件取扱票の訂正を 審査請求人が申し

出た事実及びその申出の要旨を 明ら かにし ているだけのも のであり 、 訂正

請求書を 受理し て訂正決定を 行っ たも のではなく 、 本件処分に影響を 及ぼ

すも のではない。  

 ( 3)  結語 

   以上のと おり 、 本件処分は法の規定に基づく 適正なも のであり 、 本件審

査請求に係る 審査請求人の主張に理由がないこ と は明白である こ と から 、

本件審査請求は速やかに棄却さ れるべき である。  

 

４  審議会の判断 

 ( 1)  本件訂正請求について  

  ア 審査請求人が令和 5 年 10 月 26 日付けで行っ た保有個人情報開示請求

に対し て、 処分庁は、 本件取扱票を 特定し た上で、 同年 12 月 11 日付け

で保有個人情報一部開示決定を行っ た。  

    こ れに対し 、 審査請求人は、 令和 6 年 1 月 17 日付けで保有個人情報訂

正請求を行い、 処分庁は同年 2 月 16 日付けで保有個人情報不訂正決定を

行っ た。  

  イ  審査請求人は、 保有個人情報訂正請求書において、 本件取扱票に記載

さ れた内容のう ち、「 5 年く ら い前、 私が」 と 記載さ れた部分について、

「 10 年く ら い前から 、 私が」 である旨を 主張し ている。  

    こ れに対し て、 処分庁は、 訂正請求に係る 保有個人情報の内容が事実

である か否か判明せず、 訂正請求に理由があるかどう か明ら かではない

と し て不訂正決定をし ている。  

 ( 2)  本件保有個人情報の訂正の要否について  

   処分庁によ れば、 本件取扱票は、 審査請求人の申出の要旨及び対応状況

を 記録し た上で所属長まで報告さ れ、 令和 5 年 10 月 16 日には解決と し て

処理さ れており 、 本件取扱票の作成者である A 警察署地域課員に確認し 調

査し たが、 取扱いから 既に約 6 ヶ 月が経過し ており 、 当時の対応状況の記

憶が定かではなく 、 ほかに当時の対応状況を 記録し た資料も なかっ たこ と

から 、 不訂正決定を し たと のこ と である。  

   当審議会において検討し たと こ ろ 、 処分庁が請求内容に理由がある かど
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う かを 判断するために行っ た調査に特段の不足は見受けら れない。 よっ て、

令和 5 年 10 月 17 日に審査請求人から 聴取し た内容と し て記載さ れた「 5 年

く ら い前、 私が」 の部分について誤り である こ と は確認でき ず、 本件訂正

請求に理由があると は認めら れない。  

   し たがっ て、 本件保有個人情報を 訂正する必要は認めら れない。  

 ( 3)  まと め 

   以上により 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  

 

 

別表 

訂正を 求める箇所 訂正請求の内容 

5 年く ら い前、 私が 10 年く ら い前から 、 私が 
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

6 .  5 .  2 諮問（ 弁明書の写し を添付）  

6 . 1 2 . 1 6 

( 第 244 回審議会)  
審議 

7 .  1 . 2 4 

( 第 245 回審議会)  
審議 

7 .  2 . 2 6 答申 

 

 


